
 

流通システム標準普及推進協議会設立総会 

次 第 

 

● 日時：平成 21 年 4 月 28 日（火）15 時～18 時 30 分 

● 場所：ホテルフロラシオン青山 

     東京都港区青山 4-17-58 

      電話 03-3403-1541 

●次第 

【第１部】総会（15 時～16 時） <1 階・ふじ> 

１． 開会の辞 

２． 来賓祝辞 

３． 経過報告 

４． 議事 

（１） 会則案について 

（２） 特別会員の選任について 

（３） 役員の選任について 

（４） 平成 21 年度事業計画案について 

５．閉会 

 

配付資料 

資料１ 経過報告 

資料２ 議事資料 

参考資料 支援会員向けアンケート票 

 

 

【第２部】記念講演（16 時 15 分～16 時 45 分） 

流通システム標準に期待すること 

  講師：国立情報学研究所 教授 浅野正一郎氏（流通システム標準普及推進委員会委員長） 

 

【第３部】懇親会（17 時～18 時 30 分） 〈３階・孔雀>
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資料２ 

【第１号議案】 

流通システム標準普及推進協議会 会則案 

 

第１章 総則 

(名称) 

第 1 条 本会は、流通システム標準普及推進協議会と称する。 

2 本会の英語名称を Supply Chain Standards Management & Promotion Council とする。 

 

(目的) 

第 2 条 本会は、消費財等の流通サプライチェーンの業種、業態の枠を越えた流通システム

の標準化を推進することで、流通サプライチェーンの全体最適化と業務効率化を実現し、

もって顧客満足度の向上と企業の社会的責任の確保に寄与することを目的とする。 

 

(事業) 

第 3 条 本会は、前条の目的を果たすため、流通システム標準の開発・維持管理、導入支援・

普及推進、及び外部機関等からの要請に応じた標準化に関する検討等を行う。 

 

(事務局) 

第 4 条 本会の事務は、(財)流通システム開発センターが行う。 

 

 

第２章 会員 

(本会の構成員) 

第 5 条 本会は、次の会員から構成される。 

   (1)正会員 本会の設立趣旨に賛同して入会した複数の企業又は団体から構成される

非営利の組織 

(2)支援会員 本会の設立趣旨に賛同して入会した個人、企業又は複数の企業若しくは

団体から構成される組織のうち正会員でないもの 

(3)特別会員 大学、団体、研究機関等に属する有識者であって、本会の要請により入

会した者 

2  正会員の構成員であるものは、支援会員となることはできない。 

 

(入会) 

第 6 条 本会の正会員、支援会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を本会に提

出することにより申込みをし、運営委員会の承認を得なければならない。 

 

(会員の義務) 

第 7 条 正会員は、本会が行う流通システム標準の開発・維持管理、普及推進活動に協力す

るとともに、自ら流通システム標準の普及に努めるものとする。 

2  支援会員は、流通システム標準の普及推進活動に協力するとともに、自社の製品・サー

ビスに関する情報の提供に努めるものとする。 

 2



(退会) 

第 8 条 本会から退会しようとするものは、別に定める退会届を本会に提出することにより、 

任意にいつでも退会することができる。 

 

(除名) 

第 9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決によって当該会員を除

名することができる。 

    (1)この会則その他の規程に違反したとき。 

    (2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をするなど会員としてふさわしくな

い行為をしたと認められるとき。 

    (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。 

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員にあらかじめ通知するととも

に、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 

 

(会員資格の喪失) 

第 10 条 前 2条の場合のほか、会員は、死亡し、又は解散したときは、その資格を喪失する。 

 

第３章 役員 

（役員の設置） 

第 11 条 本会に次の役員を置く。 

(1)会長    １名 

(2)副会長  ２名 

(3)会計監事   ２名以内 

 

(職務) 

第 12 条 会長は本会を代表し、業務を統括する。 

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代

行する。 

3 会計監事は、会則第 25 条に定めた費用を会員から徴収した場合、その徴収分の会計につ

いて監査し、総会に報告する。 

（選任） 

第 13 条 前条の役員は、正会員の代表者又は特別会員の中から、運営委員会の推薦により総

会で選任する。 

2 会長、副会長及び会計監事は、相互に兼ねることはできない。 

 

(任期) 

第 14条 役員の任期は、第13条第 1項により選任された日から２年後の総会の日までとし、

再任を妨げない。 

2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

 

(解任) 

第 15 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によって、当該役員を解

任することができる。 

(1)心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為をしたと認められるとき。 
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2 前項第 2号の規定により役員を解任しようとするときは、当該役員にあらかじめ通知する

とともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならな

い。 

 

(報酬) 

第 16 条 役員は、無報酬とする。 ただし、特別会員の役員に限り、会議出席に応じた報酬

を支払うことができる。 

 

 

第４章 会議 

(会議の種別) 

第 17 条 本会に総会、運営委員会及び部会を置く。 

2  部会は、その議決により、ワーキング又はタスクを設置することができる。 

 

(総会) 

第 18 条 総会は本会の最高意思決定機関であり、本会則の他の規定で定められた決議を行う

ほか、次の事項について決議する。 

(1)会則の変更 

(2)事業計画及び事業報告の承認 

(3)役員の選任 

(4)その他、本会の運営上特に重要な事項 

2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、すべての会員をもって構成する。ただし、議決権は

正会員のみが行使できる。 

3 通常総会は、毎年 1 回、事業年度終了後 75 日以内に開催する。臨時総会は、次の各号の

いずれかに該当する場合に開催し、会長がこれを召集する。 

(1)運営委員会が必要と認めた時 

(2)正会員総数の５分の１以上から会議の目的たる事項を示して請求があった時 

4 総会の議長は、会長がこれにあたる。 

 

(運営委員会) 

第 19 条 運営委員会は、総会で審議する事項の原案を作成するほか、次の活動を行う。 

(1)部会の設置及び廃止、部会委員の選任 

(2)部会活動に対する助言、指導、監督 

(3)会員の入会審査・承認 

(4)外部機関等からの要請に対する対応の決定 

(5)業務運用規程の制定及び改定 

(6)その他、会の運営に関して必要な事項の検討 

2 運営委員会は、正会員から当該組織の代表として推薦を受けた者のうち、総会で選任され

た 20 人以内の委員をもって構成する。 

3 運営委員の任期は 1年とする。ただし、再任を妨げない。 

4 運営委員会に運営委員長を置き、運営委員長は運営委員の互選により定める。 

5 運営委員会の議長は、運営委員長がこれにあたる。 
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(部会) 

第 20 条  部会は、本会の運営及び活動に必要な、以下の事項の検討及び調整等を行う。 

(1)運営委員会が定めた設置目的に則した事項の検討及び対応決定 

(2)運営委員会への検討結果及び対応結果の報告 

(3)ワーキング又はタスクの設置及び廃止の決定、ワーキング委員又はタスク委員の

選定、ワーキング又はタスクにおける検討結果の承認 

2 部会は、正会員から当該組織の代表として推薦された者のうち、運営委員会で選任された

委員によって構成する。 

3 部会の検討内容によっては、支援会員から当該組織の代表として推薦された者を委員とし

て参加させることができる。 

4 部会委員の任期は 1年とする。ただし、再任を妨げない。 

5  部会に部会長を置き、部会長は部会委員の互選、運営委員会の承認により決定する。 

6 部会の議長は部会長がこれにあたる。 

7  部会の下にワーキング又はタスクを設置する場合、ワーキングに座長を、タスクにリーダ

を置く。座長及びリーダは、ワーキング又はタスク委員の互選、部会の承認により決定す

る。 

 

(定足数) 

第 21 条 総会及び運営委員会は構成する正会員及び委員の３分の２以上、部会は構成する委

員の２分の１以上の出席をもって成立する。 

 

(議決) 

第22条 総会において正会員は各 1個の議決権を有する。 

2 運営委員会及び部会において委員は各１個の議決権を有する。 

3 総会の議決は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決すると

ころによる。 

4 運営委員会、部会の議決は所属する委員の過半数をもって決することを前提とするが、

製・配・販のいずれかに属する委員の過半数が反対を表明した議案の取り扱いについては、

別途業務運用規程において定めるところによるものとする。 

 

 (書面表決等) 

第 23 条 やむをえない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事

項について、書面をもって表決し、または代理人に表決権を委任することができる。 

2 代理人はその権限を委任されたことを証する書面を事前に議長に提出しなければならな

い。 

3 第 1 項の規定により表決権を行使する正会員は、第 21 条及び前条第 3 項の規定の適用に

ついては出席したものとみなす。 

4 やむをえない理由のため、運営委員会、部会に出席できない委員は、あらかじめ通知され

た事項について、書面をもって表決を行うものとする。 

5 前項の規定により表決権を行使する委員は、第 21 条及び前条第４項の規定の適用につい

ては出席したものとみなす。 

6  各会議は、書面または電子的な通信手段により、連絡、議決をすることができる。 
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(議事録) 

第 24 条 会議を開催したときは、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

(1)会議の日時および場所 

(2)会議構成員の現在数 

(3)会議に出席した会議構成員数(書面または代理人による表決の場合は、その旨) 

(4)議題 

(5)議事の経過の概要 

2 総会においては、議長および出席した会員(代理人を含む)の中から議事録署名人 2名以上

を選任し、署名人が記名押印しなければならない。 

 

 

第５章 事業および会計 

(事業費) 

第 25 条 本会の運営及び事業の実施に要する経費は、(財)流通システム開発センターの事業

費予算によって支弁される。ただし、(財)流通システム開発センターの予算を超える場合

は、会員からの徴収を妨げない。この場合においては、総会での議決を得なくてはならな

い。 

 

(事業年度) 

第 26 条 本会の事業年度は、毎年 4 月 1日に始まり、翌年 3月 31 日に終わる。 

 

(事業計画) 

第 27 条 本会の事業計画書は、運営委員会の審議を経て、毎事業年度開始前に総会の議決を

得なければならない。ただし、やむをえない事情により当該事業年度開始前に総会を開催

できない場合にあっては、運営委員会の議決によることを妨げない。この場合においては、

当該事業年度の開始の日から 75 日以内に総会の議決を得るものとする。 

 

(事業報告) 

第 28 条 本会の事業報告書は、毎事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、運営委員会の審議

を経て、当該事業年度終了後原則として 75 日以内に総会の議決を得なければならない。 

 

 

第６章 知的財産権および情報の取扱い等 

(知的財産権) 

第 29 条 本会の活動の成果物に対する著作権その他一切の知的財産権は、その利用権（複製

権・改変権・利用許諾権等を含む）も含めて、本会に帰属するものとする。 

2 ただし、前項の成果物の中に第三者の知的財産権の対象物が含まれる場合、運営委員会の

決議に基づき、当該第三者との間で必要な取決めを行うものとする。 

3 その他、本会の活動の成果物の知的財産権に関する事項は、運営委員会の決議により処理

する。 

 

（情報提供または公開） 

第 30 条 公開された流通システム標準は、誰もが無償で利用できるが、その利用によって損

害等が生じても本会は補償等は行わない。 
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2 会員は、会議体に参加していない者または組織に対して、本会の活動成果が公開される前

にその検討過程の情報提供をしてはならない。 

3 ただし、会員または本会にとって利益となる情報で、運営委員会の承認を得たものはこの

限りではない。 

 

(守秘義務) 

第 31 条 会員は、本会の活動を通じて知り得た他の会員の営業、ノウハウ、技術に関する情

報を当該会員の了解無しに、第三者に開示し、または漏洩してはならない。 

2 ただし、知得する以前に既に公知となっている場合、または知得した以後に自己の責任に

帰さない理由で公知となった場合は、この限りではない。 

 

 

第７章 その他 

(会則の変更) 

第 32 条 この会則は、総会において正会員の 3 分の 2 以上の議決を得て変更することができ

る。 

 

(業務運用規程) 

第 33 条 本会の運営に必要な事項は、本会則に定める場合のほか、運営委員会の議決を得て

別途、業務運用規程として定めることができる。 

 

附則 

 本会則は、平成 21 年 4月 28 日より施行する。 
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解説：会則で使用されている用語の説明 

・消費財等 

最終消費者の使用を想定した商品のこと。「等」としているのは、外食産業等に提供される業務財

や原材料、並びに流通業が購入する資材や消耗品も含むため。 

・流通サプライチェーン 

流通を担う製（メーカー、生産者･出荷団体等）・配（卸売業）・販（小売業）が互いに連携しなが

ら流通の諸機能を果たしている全体の姿のこと。 

・全体最適 

総体として価値や効果が最大な状態であり、流通サプライチェーンにおける全体最適とは、消費

者に対して適品を的確な情報と適正な価格で提供できる状態をいう。ただし、サプライチェーンに

関わる企業の適正な利潤を確保する必要がある。 

・業種 

企業を主な取扱い商品の種類で分けて見た際の呼び方。酒類・加工食品、日用品・化粧品、アパ

レル、生鮮食品、医薬品等。 

・業態 

製・配・販の違い、あるいは小売業の中でも GMS、食品スーパー、百貨店、ドラッグストア、ホ

ームセンター等の違いから見た際の呼び方。 

なお、業種や業態ごとの企業群の集合体を｢業界｣と総称する。 

 

・流通システム標準 

（1）流通システム標準化事業（経済産業省平成 18,19,20 年度事業）で検討・策定された標準 

① 流通ビジネスメッセージ標準関連 

・ 標準メッセージ（業務ごとに必要とされるメッセージを構造化したデータ項目群として

記述したもの） 

・ ＸＭＬスキーマ（標準メッセージを企業間で交換するためにシステム向け言語に翻訳し

たもの） 

・ 業務プロセスモデル(標準メッセージの対象となるプロセスの定義) 

・ データ項目辞書（標準メッセージで使用するデータ項目の定義） 

・ 各種ガイドライン（流通ビジネスメッセージ標準の利用方法等を記述したもの） 

② 商品マスタデータ関連 

・ 商品マスタデータ項目(製・配・販で共有される商品マスタ項目の定義) 

・ ＸＭＬスキーマ（標準商品マスタ項目をデータプール間で交換するためにシステム向け

言語に翻訳したもの） 

③ 通信基盤関連 

・ 通信プロトコルとセキュリティに関する標準化ガイドライン(標準メッセージを交換す

る際のネットワークシステム等の設定方法を記述したもの) 

④ その他 

・ 標準物流ラベル等(流通ビジネスメッセージ標準と連携した物流ラベルや付帯帳票の標

準モデル) 

（2）上記標準に対して協議会が変更等を行ったもの 

（3）正会員および（財）流通システム開発センターからの新規開発要請に応じて検討を行う標準 

（4）外部機関からの要請に応じて検討を行う標準 
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【第２号議案】 

 

特別会員の選任 

 

｢流通システム標準普及推進委員会｣並びに｢協議会設立準備委員会｣の委員長を務められた

国立情報学研究所の浅野正一郎教授を、会則第５条による特別会員として選任する。 

 

 

 

 

 

 

 

【第３号議案】 

 

役員の選任 

 

会則第 11 条による役員として、下記３名の方々を選任する。 

 

（氏名敬称略） 

役職 氏名 所属・役職 会員種別 

会 長 浅野 正一郎 国立情報学研究所 ｱｰｷﾃｸﾁｬ科学研究系教授 特別会員 

副会長 井上 淳 日本チェーンストア協会 専務理事 正会員 

副会長 奥山 則康 社団法人 日本加工食品卸協会 専務理事 正会員 

 

なお、任期は平成 23 年度総会までの２年間。（会則第 14 条） 
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【第４号議案】 

 

平成 21 年度事業計画案 

 

１．基本方針 

流通システム標準普及推進協議会の初年度は、経済産業省の流通システム標準化事業の成

果を引き継ぎ、早期に普及の軌道に乗せる重要な年であることを認識し、以下のような活動

を重点的に行う。 

まず、流通ビジネスメッセージ標準（流通ＢＭＳ）については、旧来の手順（ＪＣＡ手順

等）からの早期移行が望まれていることから、業界活動と連携をとりつつ、検討中のメッセ

ージを早期に確定することによって、本来の維持管理業務の確立を図る。 

同時に、標準として確定した仕様を早期に普及させるために、流通システム標準化事業で

行われてきた普及推進活動を継続し、発展させる。特に、中小流通業向けの普及策を検討す

る部会を設置し、標準の普遍的な利用を図る。 

また、協議会の活動をより強固なものとするために、経済産業省と連携を図りながら、法

的・制度的な面の整備を行う。それによって、流通システム標準の適切な利用を促進し、不

適切な使用を抑制する活動を展開していく。 

 

２．流通システム標準の開発・維持管理事業 

流通システム標準の開発・維持管理は、対象となる標準仕様ごとに部会を設置して行う。 

 

（１）メッセージメンテナンス部会 

商品マスタデータを除く流通ＢＭＳのメッセージや各種ガイドラインに関する維持管理

業務を行う。 

（注）標準の維持管理業務とは、既定標準仕様に対する正会員からの変更要求（新規開発

や追加・変更の要求）を受けて、対応策の検討と決定及び関係するガイドラインの改

訂を行い、変更された新しい標準仕様の公開決定までの業務を指す。以下の３部会も

同じ。 

（２）商品マスタデータ部会 

商品マスタデータの授受に関する流通ＢＭＳのメッセージやガイドラインの維持管理業

務を行う。また、流通ＢＭＳを含む各種の商品マスタデータ伝達システムで共通に利用でき

る標準的な商品マスタデータ項目に関する維持管理業務を行う。 

（３）物流システム部会 

流通ＢＭＳメッセージと連携した物流ラベルと付帯帳票の運用ガイドラインに関する維

持管理業務を行う。 
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（４）技術仕様部会 

流通ＢＭＳの標準メッセージを通信回線で交換する際のネットワーク技術や情報処理技

術に関するガイドラインの維持管理業務を行う。 

 

３．流通システム標準の導入支援・普及推進事業 

流通システム標準の導入支援・普及推進は、会員からの要請に応じて行う活動と、協議会

が主体となって行う活動に大別することができる。 

 

（１）会員の要請に応じて行う活動 

①業界団体等の検討活動への支援 

正会員の要請に応じて、業界団体等の検討会議体へ専門家を派遣する。 

②個別説明の実施 

正会員の要請に応じて業界団体等の主催で行われる各種説明会に講師を派遣する。 

③相談窓口の運営 

会員からの各種問合せや相談を受け、適宜対応する。 

（２）協議会が主体となって行う活動 

①普及セミナーの開催 

全国主要都市（数ヵ所）で、流通システム標準の説明を半日プログラムで行う。開催時

期は、流通ＢＭＳの標準仕様が出揃う 10 月以降を予定している。 

②流通ＢＭＳ講座の開催 

流通ＢＭＳのシステム導入の解説（導入編）を中心に、基礎編、生鮮編を織り交ぜてそ

れぞれ１日プログラムで開催する。（東京は定期開催。大阪でも各編を１回ずつ開催） 

③フォーラムの開催 

11 月に１日かけて、各種セミナーやパネルディスカッションのほか、支援会員による

流通システム標準関連機器ソフト/ネットワークサービスの展示も予定している。 

④会報の発行 

５月から隔月で会報を発行する。第１号は設立総会の模様を中心に構成、第２号以降は

協議会の活動報告、会員紹介、専門用語解説などを予定している。 

⑤広報普及資料の作成 

協議会の活動を紹介したリーフレットや流通システム標準を一般向けに分かり易く解

説した概説書を作成し、配付する。 

⑥ホームページの運営 

５月下旬を目処に協議会の専用ページを開設する。一般向けの公開ページと会員専用の

ページで構成する。 
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（３）普及推進部会の設置 

導入支援・普及推進事業は、事業計画に沿って事務局が実行計画を立て、運営委員会の助

言を得ながら進めることとしている。 

一方、中小流通業に特有の課題について、実効性のある普及策を検討する専門の会議体と

して普及推進部会を設置し、中小流通業への導入促進を図る。 

 

４．法的・制度的な面の整備 

協議会の活動をより強固なものとするために、経済産業省と連携を図りながら、法的・制

度的な面の整備を図っていく。 

 

（１）商標権の登録 

流通ＢＭＳの商標権については、その著作権を有する経済産業省の判断（その権利を実際

にコントロールする主体が取得すべき）で、本協議会に代わって(財)流通システム開発セン

ターから下記内容で出願している。（出願者は個人または法人であることが必要なため） 

・ 文字商標２種（流通ビジネスメッセージ標準、流通ＢＭＳ） 

《出願日：平成２１年１月１４日》 

・ 図形商標１種（流通ＢＭＳのロゴマーク。下掲） 

《出願日：平成２１年４月１０日》 

 

今後、流通ＢＭＳの適合性を判断できるチェックリストを公開し、自社製品やサービスへ

の｢自己適合宣言｣を行った支援会員企業に対して、商標権及びロゴマークの使用許諾を与え

ることで、適切な利用促進と不適切な使用の抑制を図っていく。 

（２）ＪＩＳ化に向けた活動 

経済産業省では、策定した流通システム標準を強力に推奨していくとともに、協議会をそ

の唯一の維持管理組織として位置づけ、権威づけていくためのバックボーンとなるものとし

て、工業標準化法に基づく通則・制度の規格化（ＪＩＳ化）の準備を進めている。 

ＪＩＳ制定に当たっては、まずその前段とも言えるＴＳ（Technical Specification=標準

仕様書）の認定を目指して、４月開催の日本工業標準調査会・標準部会に｢流通システム標

準の策定および維持管理に関わる組織の要件｣として諮問し、承認されたところである。 

本協議会としては、上記ＴＳの官報公示を待って必要な対応（自己適合宣言等）を行って

いく。 
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（３）協議会としての規程整備 

協議会活動の基本的な運営ルールは会則に記載されているが、業務運用上の細則について

は、運営委員会の議決を得て業務運用規程として定める予定である。（会則第 33 条）すでに

設立準備活動の過程で下記のような内容を検討しており、これを早期に確定することによっ

て、協議会活動に支障が出ないようにする必要がある。 

【業務運用規程案の内容】 

・会議体の運営 

運営委員会や部会に委員として参加するための方法や資格要件 等 

・各業務の運用方法 

開発・維持管理事業、導入支援・普及推進事業ごとに業務フローを説明 

・情報の利用方法 

情報の公開と会員限定の範囲、会員に付与されたＩＤ、パスワードの管理方法 等 

 

 

 

（参考）平成２１年度の事業実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 会 

運営委員会 

メッセージ 

メンテナンス部会 

商品マスタ

データ部会

物流システム

部会 

技術仕様 

部会 

普及推進 

部会 

 

※ 必要に応じて、各部会の下にワーキングやタスクを設置することができる。 

※ (財)流通システム開発センターが協議会業務全般の事務作業を行う。 
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【報告事項】 

 

１．正会員入会状況（平成 21 年 4 月 23 日現在。44 団体） 

（財）家電製品協会 （社）全日本文具協会 日本石鹸洗剤工業会

酒類加工食品企業間情報ｼｽﾃﾑ研究会 全日本薬種商協会 （社）日本専門店協会

食肉流通標準化ｼｽﾃﾑ協議会 （社）大日本水産会 日本ﾁｪｰﾝｽﾄｱ協会

（財）食品産業ｾﾝﾀｰ （社）日本ｱﾊﾟﾚﾙ産業協会 日本ﾁｪｰﾝﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ協会

（財）食品流通構造改善促進機構
（社）日本医薬品卸業連合会
大衆薬卸協議会

（社）日本ﾄﾞｩ･ｲｯﾄ･ﾕｱｾﾙﾌ協会

（財）生活用品振興ｾﾝﾀｰ （社）日本衛生材料工業連合会 日本歯磨工業会

全国医薬品小売商業組合連合会 日本OTC医薬品協会 日本ﾊﾑ･ｿｰｾｰｼﾞ工業協同組合

全国卸売酒販組合中央会 （社）日本加工食品卸協会 日本百貨店協会

全国菓子卸商業組合連合会 （社）日本玩具協会 （社）日本ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ協会

全国化粧品日用品卸連合会 日本化粧品工業連合会 日本文紙事務器卸団体連合会

（社）全国ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ協会 日本GCI推進協議会 日本ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ･ﾁｪｰﾝ協会

（社）全国中央市場水産卸協会 有限責任中間法人　日本出版ｲﾝﾌﾗｾﾝﾀｰ （社）日本ﾚｺｰﾄﾞ協会

（社）全国中央市場青果卸売協会 日本ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ協会 （社）日本ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ協会

全日本菓子協会 （社）日本ｽﾎﾟｰﾂ用品工業協会 協同組合　ﾊｳﾈｯﾄ

全日本履物団体協議会 日本生活協同組合連合会
 

 

２．運営委員会委員名簿 

（氏名 50 音順、敬称略） 

氏名 団体名

石井　康信 和気産業（株） 常務取締役 （社）日本ﾄﾞｩ･ｲｯﾄ･ﾕｱｾﾙﾌ協会

稲垣　登志男 （株）菱食 ITﾈｯﾄﾜｰｸ本部　本部長代理 （社）日本加工食品卸協会

大城　直樹 日本ＯＴＣ医薬品協会 事業推進部長 日本OTC医薬品協会

小山　雄士 （株）ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ｼｽﾃﾑ企画部　ｼｽﾃﾑ企画ｼﾆｱｵﾌｨｻｰ 日本ﾁｪｰﾝｽﾄｱ協会

柏木　知 (財)食品流通構造改善促進機構 参与 (財)食品流通構造改善促進機構

加藤　崇 日本ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ協会 流通推進部　課長代理 日本ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ協会

坂口　正之　 日本化粧品工業連合会 常務理事 日本化粧品工業連合会

佐竹　孝 （社）日本ｱﾊﾟﾚﾙ産業協会 事務局長 （社）日本ｱﾊﾟﾚﾙ産業協会

関　淳弘 日本百貨店協会 業務推進部　ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 日本百貨店協会

染谷　信雄 （株）ﾆｭｰﾄﾞﾗｯｸﾞ 代表取締役 日本ﾁｪｰﾝﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ協会

竹下　順 （株）山星屋 情報ｼｽﾃﾑ部　部長 全国菓子卸商業組合連合会

藤根 康裕 （株）あらた 内部統制室　部長 全国化粧品日用品卸連合会

柳　富雄 森永製菓（株） 業務推進部　情報ｼｽﾃﾑｾﾝﾀｰ長 全日本菓子協会

渡辺　政美 （株）大木 ｼｽﾃﾑ部　部長 （社）日本医薬品卸業連合会

所属・役職

 

３．支援会員入会状況（平成 21 年 4 月 23 日現在。83 社） 

 14



（社名 50 音順） 

（株）ｱｲｼｰｴｽ （株）ｺｽﾓｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑｽﾞ （株）ﾆｭｰﾄﾗﾙ
（株）ｱｲﾃｨﾌｫｰ 小林ｸﾘｴｲﾄ（株） （株）ﾈｸｽﾃｰｼﾞｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
（株）あじょ （株）ｻｲﾊﾞｰﾘﾝｸｽ ﾊﾟﾜｰ･ﾜｰｸｽ（株）
ｲｰｻﾎﾟｰﾄﾘﾝｸ（株） （株）ｻﾄｰ （株）日立情報ｼｽﾃﾑｽﾞ
（株）ｲｰﾈｯﾄ （株）ｻﾝﾚｯｸｽ 日立ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ（株）
（株）ｲｰﾋﾞｯｸｽ （株）CSKｼｽﾃﾑｽﾞ （株）ﾋﾞｯﾄ･ｴｲ
（株）ｲｼﾀﾞ GMOｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻｲﾝ（株） （株）ひむか流通ﾈｯﾄﾜｰｸ
（株）ｲﾝﾀｰｺﾑ （株）JSOL 富士ｾﾞﾛｯｸｽ（株）
（株）ｲﾝﾃｰｼﾞ ｼｬｰﾌﾟｼｽﾃﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ（株） 富士通（株）
（株）ｲﾝﾃｯｸ 住商情報ｼｽﾃﾑ（株） 富士通ｴﾌ･ｱｲ･ﾋﾟｰ（株）
（株）ｲﾝﾌｫﾏｰﾄ 住友ｾﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ開発（株） （株）富士通ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
（株）ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾌﾟﾛｾｼﾝｸﾞﾘｻｰﾁ ｾｲｺｰﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ（株） （株）富士通総研
ｳﾞｨﾝｷｭﾗﾑ　ｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） 創玄塾 （株）富士通中部ｼｽﾃﾑｽﾞ
ｳﾙｼｽﾃﾑｽﾞ（株） ＴＩＳ（株） （株）ﾌﾟﾗｽ
（株）ＨＢＡ （株）TKC （株）ﾌﾟﾗﾈｯﾄ
（株）ｴｽ･ｴﾌ･ｱｲ （株）ﾃﾞｰﾀ･ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ （株）ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ
（株）S-Parts （株）ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝｾﾌﾟﾄ （株）ﾍﾘｵｽ
ｴﾇｱｲｼｰ･ｲﾝﾌｫﾄﾚｰﾄﾞ（株） 鉄道情報ｼｽﾃﾑ（株） 北陸ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ｻｰﾋﾞｽ（株）
（株）NEC情報ｼｽﾃﾑｽﾞ （株）寺岡ｼｽﾃﾑ ﾎﾝﾀﾞﾛｼﾞｺﾑ（株）
NECﾄｰﾀﾙｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ（株） （株）寺岡精工 ﾐﾂｲﾜ（株）
ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ（株） （株）ﾆｯｾｲｺﾑ 三菱電機ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑｽﾞ（株）
大阪市中央卸売市場 日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ（株） 三菱電機ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ（株）

大阪商工会議所 日本ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾘｰﾀﾞｰｽﾞｿﾌﾄｳｪｱ（株） ﾕｰｻﾞｯｸｼｽﾃﾑ（株）
ｶｽﾄﾌﾟﾗｽ（株） 日本情報通信（株） （株）ﾕｰﾌｨｯﾄ
ｶﾝﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（株） 日本電気（株） （株）ﾕﾆｯｸｽ
ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ（株） 日本ﾋｭｰﾚｯﾄ･ﾊﾟｯｶｰﾄﾞ（株） （株）ﾘﾃｲﾙｻｲｴﾝｽ
（株）ｸﾗｲﾑ 日本ﾕﾆｼｽ（株） （株）ﾘﾝﾈｯﾄ
K･ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ（株） 日本ﾗｯﾄﾞ情報ｻｰﾋﾞｽ（株）  
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